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業 務 仕 様 書 

 

１ 業務概要 

(1) 業務名 

苫小牧市スマートシティ構想策定調査業務 

 

(2) 業務委託の場所 

   苫小牧市内 

 

(3) 履行期間 

契約締結の日から令和４年 11 月 30 日まで 

 

(4) 契約上限金額 

10,000,000 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

２ 業務内容 

(1) 背景・目的 

本市は、昭和 48 年（1973 年）に、緑と太陽の大自然を擁するかけがえのない郷土

を守り、人間を主体とした、公害の無い、健康で安全な都市環境の創造を決意し、「人

間環境都市」を宣言しており、人口減少と少子高齢化が進む中で、家庭環境や雇用環

境を含む生活環境においても、人々の希望を捉え、心地よく活躍できるまちづくりに

挑戦し続けている。 

令和 3 年 3 月には、ダブルポートシティの特性を生かした成長戦略の方向性を示す

「苫小牧都市再生コンセプトプラン」を策定し、環境と産業が共生する持続可能な都

市の実現、魅力的なまちづくりの実現に取り組むこととしている。 

 本業務は、産業の活性化と持続可能なまちづくりという視点において、今後、本市

がデータや先端技術を最大限に活かすことで目指す姿やロードマップ等を苫小牧スマ

ートシティ構想として取りまとめるとともに、官民協議会の組成や啓発事業の実施に

より、苫小牧スマートシティの効果的・効率的な推進を図ることを目的とする。 

 

(2) 業務内容 

  ア 苫小牧市スマートシティ構想策定支援 

   (ｱ) スマートシティのトレンド基礎調査 

   (ｲ) 本市における各部局の取組・課題・今後の展望の整理 

   (ｳ) 構想素案・骨子の提案（以下の項目を想定） 

    ・構想策定の背景・趣旨・位置づけ 

    ・基本理念、基本原則、取組推進の視点 
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    ・スマートシティとしての本市の将来像 

    ・推進体制、エコシステム 

    ・重点分野、主たる取組 

    ・用語集 

   (ｴ) デザインデータの作成 

     下記(ｵ)で使用するデザインデータを作成する。 

   (ｵ) 本編及び概要版の作成 

     (ｳ)により決定した項目に基づき構想を策定する。構想は本編及び概要版で構成

され概ね以下の分量とする。 

・本編：パワーポイント A4 サイズ 10 頁程度 

・概要版：パワーポイント A3 サイズ両面１頁程度 

※本編や概要版は、デザインデータを用いて視覚的に分かりやすいものとする。 

   (ｶ) 官民協議会組成支援業務との連携 

「イ官民協議会組成支援」に掲げる本市内主要団体へのヒアリング・ニーズ調

査の結果を適宜構想に反映する。 

  イ 官民協議会組成支援 

 (ｱ) 庁内勉強会の実施 

   本市幹部対象の勉強会及び担当部局横断の勉強会を３回程度実施する。 

 (ｲ) 本市内主要団体へのヒアリング・ニーズ調査 

 (ｳ) 官民協議会の組成支援 

   官民協議会参画候補団体を集めた勉強会の実施及び官民協議会準備会の議題設

定や運営に関する助言 

 

 (3) 業務スケジュール（予定） 

   契約締結後～2 週間 業務実施計画の作成・承認 

   契約締結後 2 週間～ 業務開始 

   令和 4 年 7 月 中間報告を実施 

   令和 4 年 11 月 最終報告を実施 

   令和 4 年 11 月 30 日 成果物納入 

 

(4) 成果品（納品物） 

  ア 苫小牧市スマートシティ構想策定支援 

   (ｱ) スマートシティ構想（本編、概要版） 

     データ：パワーポイント、PDF 

   (ｲ) 別添資料（基礎調査結果を整理したもの） 

     データ：ワード、エクセル、パワーポイント等 

  イ 官民協議会組成支援 
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    支援業務活動報告書（業務活動一覧、業務概要が分かるもの） 

 

 (5) 条件・仕様 

  ア 支払条件 

    契約代金の支払いは事業完了後、一括払いとする。 

    なお、上記以外の支払い方法については、委託者と協議により決定する。 

イ 提出物の所有権等 

本業務等により作成し、委託者に提出した納品物の所有権及び著作権は委託者に

帰属するものとし、委託者において自由に利用・修正・公開することができるもの

とする。 

ウ 受託業務の履行 

受託者は、受託業務の履行にあたり、次の事項を厳守する。 

(ｱ) 受託業務の実施担当者を定め、委託の趣旨に従い、受託者の責任において受託

業務を完遂すること。 

(ｲ) 受託業務の実地担当者に支障が生じ、臨時に変更する場合には、直ちにその旨

を本市に報告し、臨時担当者の指名を本市へ通知の上、受託業務を遂行すること。 

(ｳ) 受託者は、この業務に係る一切の費用を負担すること。 

(ｴ) 業務上知り得た情報の開示、漏洩、業務外使用はしないこと。また、必要な措

置を講じ、個人情報の流出防止に万全を期すこと。 

(ｵ) 本業務の履行に伴って問題が生じる場合は、その都度、本市と受託者が協議し

て解決に当たること。 

 

 (6) 問い合わせ先 

   苫小牧市総合政策部国際リゾート戦略室 

   〒053-8722 北海道苫小牧市旭町 4 丁目 5 番 6 号 

   TEL：0144-32-6229 


